
                                                                                

国営かんがい排水事業 十勝川左岸二期
と か ち が わ さ が ん に き

地区 

 

事業の概要 

 本事業は、北海道河東郡
か と うぐ ん

音更町
おとふけちょう

、上川郡
かみかわぐん

清水町
しみずちょう

及び河西郡
か さ いぐ ん

芽室町
めむろちょう

に位置する 6,560ha の畑作地帯

において、農業用水の安定供給、農地の湛水被害の解消及び農業用用排水施設の維持管理の費用と

労力の軽減を図り、農業生産性の向上及び農業経営の安定に資するため、ダム、用水路及び排水路

の整備を行うものである。 

 

事業の目的・必要性 

 本地区では、小麦、てんさい、ばれいしょ、スイートコーン、えだまめ等を組み合わせた農業経営

が展開されており、スイートコーンやえだまめなどの高収益作物の生産拡大等による産地収益力の

向上を目標としている。 

地区内の農業用水は、国営十勝川左岸土地改良事業（S59～H７）により造成された用水施設によ

って配水されているが、近年の営農状況の変化に伴い水需要が変化しているとともに、地区内の一

部では、用水手当がなされていないため、農業用水は降雨に依存しており、農業生産性が低く、営農

上の支障となっている。 

また、地区内の用水施設は経年的な劣化等により、施設の維持管理に多大な費用と労力を要して

いる。 

一方、地区内の排水施設は、国営祥栄土地改良事業（S45～S57）により整備されたが、近年の降雨

形態の変化による流出量の増加により排水能力が不足しているため湛水被害が発生し、農業生産性

が低下しており、効率的な農作業に支障をきたしている。 

このため、本事業では、水需要の変化に対応した用水再編により新たな畑地かんがいの用水手当

を行うとともに、ダム及び用水路の改修を行い、併せて排水能力の確保に向けた排水路を整備する

ことにより、農業用水の安定供給、農地の湛水被害の解消及び施設の維持管理の軽減を図り、農業

生産性の向上及び農業経営の安定に資するものである。 

 

事業の効率性 

・総費用総便益比の算定 

区     分 算定式 数  値 備  考 

総費用(現在価値化) ①＝②＋③ 21,666百万円  

 

 

当該事業による費用 ② 6,161百万円 当該事業費8,500百万円 

その他費用 ③ 15,505百万円  

評価期間（当該事業の工事期間＋40年) ④ 53年 工事期間 令和４～16年度 

総便益額(現在価値化) ⑤ 27,963百万円  

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.29  

（注１）総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間

中の施設の資産価額、整備費等である。 

（注２）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。 



（注３）数値は土地改良法に基づく手続を経て確定するため、現時点では暫定値である。 

 

・年効果額（便益額） 

本事業の実施により、用排水施設の機能が維持向上されることによって、事業を実施しなかっ

た場合と比較して、年間 1,301 百万円相当の事業効果が見込まれ、農業経営の安定が図られる。 

 

     作物生産効果                   875 百万円 

     品質向上効果                    11 百万円 

   営農経費節減効果                  207 百万円 

     維持管理費節減効果                △ 3 百万円 

災害防止効果（農業関係資産・一般資産・公共資産）  32 百万円 

   その他の効果（国産農産物安定供給効果）      180 百万円 

                       計              1,301 百万円 

 

（注）百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。 

 

日程・手続 

 令和３年度から、土地改良法に基づく土地改良事業計画の概要の公告等の手続きが開始される予

定である。 

 

事業に対する決議 

  令和３年３月 12 日に国営かんがい排水事業十勝川左岸二期地区促進期成会において、｢令和４年

度国営事業要求について｣決議された。  

 

その他 

・事業推進体制 

  令和元年６月10日に国営かんがい排水事業十勝川左岸二期地区促進期成会を設立し、事業

の推進体制を確立。（構成：芽室町、清水町、音更町） 

令和３年４月23日に地区推進検討委員会において、事業の推進を確認。 

（構成：十勝総合振興局、十勝農業改良普及センター、音更町、清水町、芽室町、音更町

農業協同組合、木野農業協同組合、十勝清水町農業協同組合、芽室町農業協同組合、帯広

開発建設部） 

・維持管理体制 

令和３年４月23日に地区推進検討委員会を開催し、維持管理体制について合意。 

（管理者：音更町、清水町、芽室町、電源開発(株)） 

・営農支援体制 

受益者代表、音更町、清水町、芽室町、音更町農業協同組合、木野農業協同組合、十勝清

水町農業協同組合、芽室町農業協同組合、十勝農業改良普及センター、帯広開発建設部から

構成される国営かんがい排水事業十勝川左岸二期地区営農検討会において、営農支援体制を

整備。 



 

評価担当部局  

   農村振興局水資源課 

 

概要図 

１．受益面積 6,560ha 

２．受益者数 253人 

３．主要工事計画 

 

 

工 種 数 量 事 業 費 

ダム（改修） 

用水路（改修） 

排水路（改修） 

１箇所 

5.8㎞ 

7.2㎞ 

260百万円 

3,691百万円 

4,549百万円 

４．国営総事業費 8,500百万円 

 

 

十勝川左岸二期地区 概要図 
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令和４年度新規地区採択チェックリスト

（１）国営かんがい排水事業

１．必須事項

項目 評価の内容 判定

１． 　事業の必要
性が明確であ
ること。
（必要性）

・農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生産の選択
的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該事業を必要とするこ
と。 ○

２． 　技術的可能
性が確実であ
ること。

・地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が技術的に
可能であること。

○

３． 　事業の効率
性が十分見込
まれること。
（効率性）

・当該事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。

○

４． 　受益者負担
の可能性が十
分であるこ
と。
（公平性）

・当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の状況から
みて、負担能力の限度を超えることとはならないこと。

○

５． 　環境との調
和に配慮して
いること。

・当該事業が環境との調和に配慮したものであること。

○

６． 　事業の採択
要件を満たし
ていること。

・事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に
適合していること。

○

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（　）には、主として考えられる観点を記述している。

（局名：北海道開発局）（地区名：十勝川
と か ち が わ

左岸
さ が ん

二期
に き

）



令和４年度新規地区採択チェックリスト

（１）国営かんがい排水事業

２．優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価項目

大項目 中項目 小項目

効率性 事業の経済性・効率性
①事業費の経済性・効率性の確保
②コスト縮減についての具体的配慮

－
○
○

Ａ

土地生産性及び労働生産性の維持・
向上効果額（受益面積当たり）

千円
/ha･年

166 Ｂ

スマート農業技術等の導入 － Ａ Ａ

産地収益力の
向上 ①生産額（主食用米を除く）に占め

る高収益作物の割合
②高収益作物の増加割合

％

％

37.1

12.8
Ｂ

望ましい農業
構造の確立 担い手への農地利用集積率 ％ 93.3 Ａ

農地の確保・
有効利用 ①耕地利用率

②作付率の増加ポイント
％
％

100.0
0.0

Ａ

緊急性を踏まえた更新等整備 － Ａ Ａ

施設の健全度評価を踏まえた更新等
整備

－ Ａ Ａ

施設の重要度評価を踏まえた更新等
整備

－ Ａ Ａ

重要度の高い国営造成施設における
耐震化

－ － －

地域経済への
波及効果 他産業への経済波及効果額

（受益面積当たり）
千円
/ha･年

578 Ｂ

農業の高付加
価値化 農業の高付加価値化 － Ａ Ａ

再生可能エネ
ルギーの導入 小水力発電等の再生可能エネルギー

の導入
－ Ｂ Ｂ

多面的機
能の発揮

地域の共同活
動 多面的機能支払交付金等の取組 － Ａ Ａ

有効性 食料の安
定供給の
確保

農業生産性の
維持・向上

農業生産基盤
の保全管理

農業の持
続的発展

農村の振
興

評価指標 単位
評価
結果

評価

（局名：北海道開発局）（地区名：十勝川
と か ち が わ

左岸
さ が ん

二期
に き

）



【事業の実施環境等】

評価項目

大項目 中項目 小項目

事業の実
施環境等

生態系
①環境情報協議会等の意見を踏まえ
た生態系配慮
②地域住民の参加や地域住民との合
意形成への取組
③維持管理、費用負担及びモニタリ
ング体制等の調整状況

－

ａ

ａ

－

Ａ

景観
①環境情報協議会等の意見を踏まえ
た景観配慮
②地域住民の参加や地域住民との合
意形成への取組
③維持管理、費用負担及びモニタリ
ング体制等の調整状況

－

ａ

－

－

Ａ

①関係都道府県や市町村の農業振興
計画と本事業との整合性
②関係都道府県や市町村の国土強靱
化地域計画と本事業との整合性
③地域における開発計画と本事業と
の整合性

－

ａ

ａ

ａ

Ａ

①河川管理者との協議(予備)の状況
②漁協との協議（予備）の状況
③その他着工前に重要な協議(予備)
の状況

－

ａ
－
ａ
Ａ

①事業主体から概略構想(関連事業調
書)の提出
②共同事業(事業内容、事業費、アロ
ケーション等)の事前了解

－

－

ａ
Ａ

①事業実施に対する受益農家の同意
状況
②事業実施に対する関係市町村の同
意状況
③事業に伴う土地利用規制の周知状
況

－

ａ

ａ

ａ

Ａ

①事業推進協議会の設立
②事業推進協議会から着工要望の提
出

－
ａ
ａ
Ａ

①予定管理者の合意
②維持管理方法と費用負担に関する
予定管理者との合意

－
ａ
ａ Ａ

関係計画との連携

関係機関との協議

関連事業との調整

地元合意

事業推進体制

維持管理体制

環境への
配慮

評価指標 単位
評価
結果
評価



評価項目

大項目 中項目 小項目

①営農部局との連携
②営農推進組織等(営農支援体制)の
設立状況
③農産物の流通・販売基盤の整備状
況
④輸出事業計画（GFPグローバル産地
計画）への位置付け状況

－

ａ
ａ

ａ
－

Ａ

ストック効果の最大化に向けた事業
の効率性・有効性等の確保

％ 78.9 Ｂ

評価

営農推進体制・環境

ストック効果の最大化

評価指標 単位
評価
結果



令和４年度新規地区採択チェックリスト

（１）国営かんがい排水事業

３．特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項目 評価の内容 判定

１．地質状況 ・地質状況に基づいた施設計画としている。
○

２．受益面積 ・最近年の面積を把握している。
○

項目を満たしている場合は「○」とする。

（局名：北海道開発局）（地区名：十勝川
と か ち が わ

左岸
さ が ん

二期
に き

）


